
開催月 日 対象児
4 月 23日（木）R7年� 6月生

5 月 28日（木）� 7月生

6 月 25日（木）� 8月生

7 月 30日（木）� 9月生

8 月 27日（木）� 10月生

9 月 17日（木）� 11月生

10月 29日（木）� 12月生

11月 19日（木）R8年� 1月生

12月 24日（木）� 2月生

R9年�1月 28日（木）� 3月生

2月 25日（木）� 4月生

3月 25日（木）� 5月生

開催月 日 対象児
4 月

14日 （火）
R7年�12月生16日 （木）

5 月
19日 （火）

R8年� 1月生21日 （木）

6 月
16日 （火）

� 2月生18日 （木）

7 月
21日 （火）

� 3月生23日 （木）

8 月
18日 （火）

� 4月生20日 （木）

9 月
24日 （木）

� 5月生29日 （火）

10月
20日 （火）

� 6月生22日 （木）

11月
24日 （火）

� 7月生26日 （木）

12月
15日 （火）

� 8月生17日 （木）

R9年�1月
19日 （火）

� 9月生21日 （木）

2月
16日 （火）

� 10月生18日 （木）

3月
16日 （火）

� 11月生18日 （木）

開催月 日 対象児
4 月 10日 (金) R7年� 1月生

5 月 15日 (金) � 2月生

6 月 17日 (水) � 3月生

7 月 16日 (木) � 4月生

8 月 21日 (金) � 5月生

9 月 25日 (金) � 6月生

10月 13日 (火) � 7月生

11月 17日 (火) � 8月生

12月 8日 (火) � 9月生

R9年�1月 15日 (金) � 10月生

2月 15日 (月) � 11月生

3月 12日 (金) � 12月生

開催月 日 対象児

4 月 1日 (水) R5年� 1月生

5 月 13日 (水) � 2月生

6 月 3日 (水) � 3月生

7 月 1日 (水) � 4月生

8 月 5日 (水) � 5月生

9 月 2日 (水) � 6月生

10月 7日 (水) � 7月生

11月 4日 (水) � 8月生

12月 2日 (水) � 9月生

R9年�1月 6日 (水) � 10月生

2月 3日 (水) � 11月生

3月 3日 (水) � 12月生

開催月 日 対象児

4 月 2日 (木) R6年� 1月生

5 月 7日 (木) � 2月生

6 月 4日 (木) � 3月生

7 月 2日 (木) � 4月生

8 月 6日 (木) � 5月生

9 月 3日 (木) � 6月生

10月 8日 (木) � 7月生

11月 5日 (木) � 8月生

12月 3日 (木) � 9月生

R9年�1月 7日 (木) � 10月生

2月 4日 (木) � 11月生

3月 4日 (木) � 12月生

開催月 日 対象児

4 月 8日 (水) R6年� 8月生

5 月 20日 (水) � 9月生

6 月 10日 (水) � 10月生

7 月 8日 (水) � 11月生

8 月 19日 (水) � 12月生

9 月 16日 (水) R7年� 1月生

10月 14日 (水) � 2月生

11月 11日 (水) � 3月生

12月 9日 (水) � 4月生

R9年�1月 13日 (水) � 5月生

2月 10日 (水) � 6月生

3月 10日 (水) � 7月生

4か月児健診 10か月児健診 歯っぴぃスマイル相談 1歳6か月児健診

2歳児歯科健診 ３歳児健診

不妊治療等されたご夫婦に対し、その治療に要した自己負担金の一部を助成します。詳しくは、ホームページをご覧ください。

陣痛時等にタクシーを利用した妊婦さんに対し、その運賃の一部を助成します。詳しくは、ホームページをご覧ください。

入院加療を必要とする１歳未満の未熟児に対して、指定医療機関における医療費の自己負担について公費負担する制度
です。詳しくは、お問い合わせください。

　　　　　　各コース初日の２週間前までに町ホームページの申込みフォームにてお申込みください。

　　　　　　各コース初日の２週間前までに町ホームページの申込みフォームにてお申込みください。
　　　　　　母子手帳、動きやすい服装でお越しください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 妊娠・出産・子育てに関することで、気軽に助産師に相談できます。
　　　　　　２日前までに町ホームページの申し込みフォームにてお申し込みください。
　　　　　　母子手帳、バスタオル（お子さんの計測で使います。）

歯科健康相談　　　　要予約 のびやか発達相談　「にじいろ」に要予約

こどもの相談

歯やお口のことについてお困りの人。年齢は問いませんが、受診
中の方はご遠慮ください。歯科衛生士がご相談に乗ります。

子どもの心身の発達に心配がある、また子育てに関し
て不安をお持ちの人が気軽に相談できるところです。

妊
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22日(木)
26日(木)
17日(木)
21日(木)
18日(木)
18日(木)

内　　　　容

16日(木)
21日(木)
18日(木)
23日(木)
20日(木)
24日(木)

9日(金)・27日(火)
9日(月)・25日(水)
7日(月)・2１日(月)
12日(火)・25日(月)
8日(月)・22日(月)
8日(月)・23日(火)

13日(月)・27日(月)
1１日(月)・25日(月)
8日(月)・22日(月)
13日(月)・27日(月)
10日(月)・24日(月)
15日(火)・28日(月)

子育て相談　　　　　　　　要予約 はじめての離乳食講習会　　 要予約

パパママ教室　　　　要予約

こどもの健康診査

内　　容

申込方法

持 ち 物

持 ち 物

受付時間

内　　容
対　　象
申込方法

持 ち 物

受付時間

申込方法

持 ち 物
申込方法

R８. 15日（金）
10日（金）
28日（月）

5月
7月
9月

20日（金）
15日（金）
12日（金）

11月
1月
3月

R９年

母親学級　　　　　　要予約

妊娠中の教室

届出・申請窓口
乳幼児身体計測・育児相談
妊産婦相談・離乳食相談・お口の相談
要予約（前日までに町ホームページの
申込みフォームにて予約）
母子手帳、バスタオル
午前9時00分～ 11時30分

離乳食の始め方・食べさせ方等
離乳食を開始する時期のお子さんと保護者
要予約（前日までに町ホームページの
申込みフォームにて予約）
母子手帳、バスタオル
離乳食の手引き（4か月健診時配付）
午前9時45分～10時

4 月
5 月
6 月
7 月
8 月
9 月

10月
11月
12月
1月
2月
3月

4 月
5 月
6 月
7 月
8 月
9 月

10 月
11 月
12 月

1 月
2 月
3 月

対象者には、事前に個人通知を郵送します。忘れずにお受けください。
　　　　　　母子手帳、郵送された問診票（アンケート）、バスタオル（４か月、10か月、歯っぴいのみ）

玉村町こどもまんなかセンター「にじいろ」（TEL0270-27-8626）
妊娠期から18歳までの子育て家庭の総合窓口で、一人ひとりに寄り添った支援を行います。

持 ち 物

こうのとり助成事業

陣痛タクシー助成事業

未熟児養育医療

妊娠がわかったら、早めに妊娠届を出しましょう。母子健康手帳や妊婦一般健康診査受診票・妊婦歯科健康診査
受診票・新生児聴覚検査受診票・産婦健康診査受診票・１か月児健康診査受診票をお渡しします。面談を行うた
め、お時間がかかります。時間に余裕をもってお越しください。
　　　　　　●妊娠届出書（医療機関から発行）　●通帳またはキャッシュカード　●マイナンバーカードまたは身分証明書

出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図るため、妊婦支援給付金の支給をします。

母子健康手帳交付（３階こどもまんなかセンター「にじいろ」へ）

妊婦支援給付金

２日目 （9：30～12：00）　受付 9：20～１日目 （9：30～12：00）　受付 9：20～日　　程
R８.　５月　８日（金）
　　　８月　３日（月）
　　１１月　２日（月）
R９.　２月　１日（月）

R８.　６月　２日（火）
　　　８月２８日（金）
　　１２月　１日（火）
R９.　２月２６日（金）

●母子手帳　●初日に配布したテキスト　●飲み物（水分補給用）

●自己紹介　●母と子のお口の健康　●妊娠中・
産後の栄養について　●お産の経過と呼吸法
●母子手帳　●筆記用具　●飲み物（水分補給用）

春コース
夏コース
秋コース
冬コース
内　容

持ち物

●妊婦体験してみよう　●パパの沐浴実習　　
●助産師の話「お産のしくみや心構えについて」・
　「赤ちゃんのお世話の仕方について」　

R9年

R9.

●ママヘルプサービスの案内　　●赤ちゃんのお風呂と
お世話　●子育て支援センターの案内

時　間　14：15～16：30（受付 14：00～14：15）

妊産婦相談　　　　　要予約

持 ち 物
申込方法

※�町外の園に通う方や、未就園の方は、
アンケートの結果必要があれば、
　個別相談をご案内します。
　�詳しくは、ホームページを
　ご覧ください。

　　　　　　玉村町内に住所がある年中児
　　　　　　（R3.4.2生～ R4.4.1生）
　　　　　　７・８月～
　　　　　　�保護者が記入したアンケートを
　　　　　　�もとに、該当者の方には心理士や

保健師が園を巡回します。その後、
必要な方や希望の方には個別相談
をご案内します。

対 象 児

実施時期
実施方法

５歳児健康診査のお知らせ

－ 2 －
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